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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートが積載されるトレイと、
　前記トレイに積載されたシートの給送方向と交差する方向に移動可能であり、前記トレ
イに積載されたシートの端部に当接してシートサイドを規制するサイド規制部材と、
　給送ローラと分離部とを備え、前記トレイに積載されたシートを、前記給送ローラと前
記分離部とによって１枚ずつに分離して給送する給送部と、
　前記サイド規制部材から、前記給送部よりも給送方向下流側に延びた箇所に設けられ、
前記給送部で１枚ずつに分離して給送されるシートの種類を判別するシート検知手段と、
を有することを特徴とするシート給送装置。
【請求項２】
　前記シート検知手段は、光透過センサで構成されていることを特徴とする請求項１記載
のシート給送装置。
【請求項３】
　前記サイド規制部材は、シートの両端部にそれぞれ当接する２個のサイド規制部材を有
し、
　前記光透過センサは、発光部と受光部とが一体となり、一方のサイド規制部材に設けら
れていることを特徴とする請求項２記載のシート給送装置。
【請求項４】
　前記シート検知手段は、給送されるシートをガイドするガイド部の一部を構成すること
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を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載のシート給送装置。
【請求項５】
　前記シート検知手段のセンサ面への異物の付着を防ぐ防塵手段を有することを特徴とす
る請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載のシート給送装置。
【請求項６】
　シートを給送して画像を記録する画像形成装置において、
　請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載のシート給送装置と、
　給送されたシートに画像を形成する画像形成手段と、
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　前記画像形成手段は、前記シート検知手段により検知されたシートの種類に応じて画像
形成を行うことを特徴とする請求項６記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は積載されたシートを１枚ずつ分離給送するシート給送装置及びこれを用いた複
写機やレーザビームプリンタ等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機やプリンタ等の画像形成装置は積載したシートを１枚ずつ分離給送して画像を形
成する。しかし、このような画像形成装置にあっては給送するシートの種類によっては、
動作が制限される。例えば、ＯＨＰシートのような透明シートの場合には、両面印字はで
きない。もしユーザが誤って、両面印字を選択した場合は、画像形成装置は、動作自体を
やめるか、自動的に片面印字を行うような制御を行うのが一般的である。
【０００３】
　そのためには、シートの種類を検知する必要がある。このようなシート種類を検知する
方法として、例えば反射型センサを用い、その反射率によってシートの種類を検知し、そ
の結果によって画像形成装置を制御するものがある（特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－０９８８１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１のように反射型センサを用いる構成の場合、検知付近で
のシートのバタツキにより反射率が変化し、正確なシートの識別ができない場合がある。
また、特にＯＨＰシートのように表面に光沢がある場合や印字品質向上などの理由により
、表面にコーティングを施したものなどシートの種類が豊富にあり、ＯＨＰシートであっ
ても、通常のシートのように検知してしまう場合もある。
【０００６】
　更に、シートの通過により、異物などがセンサ面に堆積して、正確な出力を得られない
場合も生じている。
【０００７】
　本発明は上記点に鑑みてなされたものであり、その目的は、シートの種類を確実に検知
することが可能なシート給送装置及びこれを用いた画像形成装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明における代表的な手段は、シートが積載されるトレイ
と、前記トレイに積載されたシートの給送方向と交差する方向に移動可能であり、前記ト
レイに積載されたシートの端部に当接してシートサイドを規制するサイド規制部材と、給
送ローラと分離部とを備え、前記トレイに積載されたシートを、前記給送ローラと前記分
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離部とによって１枚ずつに分離して給送する給送部と、前記サイド規制部材から、前記給
送部よりも給送方向下流側に延びた箇所に設けられ、前記給送部で１枚ずつに分離して給
送されるシートの種類を判別するシート検知手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明はシート検知手段がサイド規制部材に設けられているために、シート幅が変化し
てもシート検知手段は確実にシート端部を検知し、これによってシートの種類を検知する
。また、シート幅方向端部でシート種類を検知することで、受光部と発光部が一体となっ
ているセンサなどで検知することが可能となる。さらに、サイド規制部材が移動すること
でシート検知手段に振動が与えられ、センサ面を異物が覆うような場合でも、この異物が
振るい落とされるため、清掃などの手間がなくなる効果もある。さらに、シート検知手段
が給送部よりもシート給送方向下流側に延びた箇所に配置されているため、シート種類検
知をするときは分離動作が終了してシートのバタツキが治まっている。このため、シート
検知部で安定した出力を得ることができ、誤検知を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　次に本発明の一実施形態に係るシート給送装置を用いた画像形成装置について、図面を
参照して説明する。
【００１１】
　｛画像形成装置の全体構成｝
　まず、図１を参照して画像形成装置の全体構成について簡単に説明する。装置本体下部
にはカセットタイプのシート給送装置Ａと手差しタイプのシート給送装置Ｂが配置されて
いる。これらシート給送装置のいずれかから給送されたシートは画像形成手段Ｃにおいて
画像が形成される。本実施形態の画像形成手段は電子写真方式を用いたものである。すな
わち、回転する感光体ドラム100に光学スキャナ101から選択的な露光を行うことで潜像を
形成し、その潜像を現像器102でトナー現像して可視像化する。そのトナー像を給送され
たシートに転写して画像記録を行う。さらに、そのシートを定着器103に搬送してトナー
像を加熱定着した後、排出ローラ対104で排出部105へ排出する。
【００１２】
　なお、装置本体上部には原稿読み取り手段106が配置され、原稿情報を光学的に読み取
り、その情報をデジタル信号に変換する。この信号に基づいて前述の光学スキャナ101が
選択的な露光を行う。
【００１３】
　｛シート給送装置｝
　カセットタイプのシート給送装置Ａは、図１に示すように、装置本体に着脱可能なシー
トカセット200にシートＳを積載されており、このシートＳをピックアップローラ201で分
離部へ給送する。分離部はシートを給送する方向に回転するフィードローラ202とシート
を戻す方向に回転するリタードローラ203とで構成され、これによってシートが１枚ずつ
に分離して給送される。
【００１４】
　手差しタイプのシート給送装置Ｂはシートセット部であるトレイ部１が装置本体に対し
て回動可能に設けられている。このトレイ部１を図１に示すように開き、シートＳを積載
する。このシートは給送ローラ２によって画像形成手段Ｃへと給送されるが、この給送ロ
ーラ２は分離パッド３と対向しており、給送されるシートＳは分離パッド３の摩擦力によ
って１枚ずつに分離されて給送される。
【００１５】
　（シート検知構成）
　本実施形態の手差しタイプのシート給送装置Ｂには給送するシートの種類を検知するシ
ート検知手段が設けられている。ここで、シート種類の検知構成について説明する。
【００１６】
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　図２は手差しシート給送装置の斜視説明図である。トレイ部１にはシートＳの束が積載
される。このシートＳの幅方向（シート給送方向と直交する方向）両側端部にはサイド規
制部材４ａ，４ｂが当接している。サイド規制部材４ａ，４ｂは給送されるシートが斜行
しないようにガイドするものであり、シート幅に合わせてシート幅方向に移動可能である
。
【００１７】
　上記サイド規制部材４ａ，４ｂのうち、一方のサイド規制部材４ａにはシートの種類を
検知するシート検知手段５が取り付けられている。本実施形態のシート検知手段５は給送
部となる給送ローラ２よりもシート給送方向下流側に配置され、発光部５ａと受光部５ｂ
とが上下に対向した光透過センサによって構成されている。
【００１８】
　給送されるシートが前記発光部５ａと受光部５ｂの間を通過する。このとき、シートＯ
ＨＰシートの場合は光が透過し、シートが不透明シートの場合は光が遮断される。なお、
光が透過するシートにはＯＨＰシートのように光透過率が例えば80％程度で光が透過し易
いもの、あるいはトレイシングペーパーのように光透過率が例えば30～50％と低いものが
ある。したがって、シートを透過する光量の相違を検知することで、シートの種類を判別
することが可能である。ここで、参考に示すと、一般的な紙の場合は光透過率が10％程度
であり、厚紙の場合は２～３％である。つまり、本実施形態のシート検知手段５は、シー
トの種類としてOHPシートであるか否かを光透過率によって検知する。さらに、本実施形
態のシート検知手段５は、シートが厚紙であるか薄紙であるかを光透過率によって検知す
る。
【００１９】
　図３は図２の場合よりも小さいサイズのシートＳを積載した説明図である。シート検知
手段５はサイド規制部材４ａの移動と一体的に移動する。このため、シートサイズにかか
わらず、給送されるシートの端部がシート検知手段５を通過し、シート種類検知を確実に
行うことが可能である。
【００２０】
　そして、発光部５ａと受光部５ｂが一体となった光透過センサを用いることにより、シ
ートの端部でシート種類を検知できる。このため、シート検知手段５をサイド規制部材４
ａに取り付けることが可能となる。そして、シートサイズを変更するたびにサイド規制部
材４ａの移動に伴ってシート検知手段５に振動が与えられる。よって、センサ面に紙粉等
の異物が付着した場合でも、この異物が振るい落とされるため、清掃などの手間も少なく
なる。
【００２１】
　また、シート検知手段５として光透過センサを用いているために、例えば反射式センサ
に比べてシートのバタツキによる出力変動の影響が少なく、シート種類の誤検知が防止さ
れる。
【００２２】
　さらに、シート検知手段５が分離給送部よりもシート給送方向下流側に配置されている
ために、シート種類検知をするときは分離動作が終了してシートのバタツキが治まってい
る。このため、シート検知部で安定した出力を得ることができ、誤検知を防止できる。
【００２３】
　そして、図４乃至図６に示すように、シート検知手段５のシート給送方向上流側及び下
流側には給送されるシートをガイドするガイド部６が設けられている。このガイド部６は
給送ローラ２によって給送されたシート端部を発光部５ａと受光部５ｂの間に導くように
ガイドし、またシート検知手段５を通過したシートを画像形成手段へとガイドするもので
ある。そして、シート検知手段５としてユニット化されている前記発光部５ａと受光部５
ｂは給送されるシートをガイドするガイド部の一部を構成している。
【００２４】
　これにより、図６に示すように、シート検知手段５を通過するシートの挙動が安定し、
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シート種類の検知精度も安定する。そして、シート検知手段５をシートガイドの一部とし
て構成することにより、発光部５ａと受光部５ｂとをよりシートに対して接近させること
が可能となり、より精度の高いシート種類の検知が可能となる。
【００２５】
　なお、シート検知手段５のセンサ面への紙粉等の異物の付着を防ぐ防塵手段を設けても
よい。例えば、図７に示すように、発光部５ａと受光部５ｂのうち、センサ面が上方を向
いた受光部５ｂの上面を覆うシート部材７を設ける。このシート部材７は透明な可撓性シ
ートで構成され、一方端部がトレイ部１の端部に貼着され、他方端側が発光部５ａと受光
部５ｂとの間に延出されている。なお、図７の例ではシート部材７として0.3mm程度の厚
みの透明のポリエステルシートを用いている。
【００２６】
　前記シート部材７は、図８に示すように、シートＳがシート検知手段５へ給送されてく
ると、シートＳに押されて撓み、受光部５ｂのセンサ面を覆うようになる。このため、シ
ートＳに付着している紙粉等が受光部５ｂのセンサ面に落下付着することがなくなり、シ
ート種類の誤検知を防止し得る。
【００２７】
　本実施形態の画像形成装置は、上記のようにして画像形成手段へ給送されるシートＳの
種類を判別する。その判別結果に基づき、画像形成手段により画像形成を行う。例えば、
給送されたシートがＯＨＰシートであるときは、ユーザが両面記録を選択したとしても両
面記録を行うことなく、片面記録に変更して画像記録を行う。これにより、画像形成処理
の無駄を未然に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】画像形成装置全体を表す断面説明図である。
【図２】シート給送装置の斜視説明図である。
【図３】サイド規制部材が移動したシート給送装置の斜視説明図である。
【図４】シート給送装置の断面説明図である。
【図５】シート検知手段の構成説明図である。
【図６】シート検知手段の構成説明図である。
【図７】防塵手段を備えたシート検知手段の構成説明図である。
【図８】防塵手段を備えたシート検知手段の構成説明図である。
【符号の説明】
【００２９】
　Ａ，Ｂ …シート給送装置
　Ｃ　　…画像形成手段
　Ｓ　　…シート
　１　　…トレイ部
　２　　…給送ローラ
　３　　…分離パッド
　４ａ，４ｂ …サイド規制部材
　５　　…シート検知手段
　５ａ　…発光部
　５ｂ　…受光部
　６　　…ガイド部
　７　　…シート部材
　100　 …感光体ドラム
　101　 …光学スキャナ
　102　 …現像器
　103　 …定着器
　104　 …排出ローラ対
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　105　 …排出部
　106　 …原稿読み取り手段
　200　 …シートカセット
　201　 …ピックアップローラ
　202　 …フィードローラ
　203　 …リタードローラ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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